
昭和⼆⼗⼀年勅令第四百四⼗七号
⼈⼝動態調査令

第⼀条 ⼈⼝の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところによ
り、これを徴集する。

第⼆条 ⼈⼝動態調査資料は、出⽣、死亡、死産、婚姻及び離婚につき、その届出
を受けた市町村⻑が作成する⼈⼝動態調査票とする。
② ⼈⼝動態調査票は、出⽣票、死亡票、死産票、婚姻票及び離婚票の五種とす
る。

第三条 市町村⻑は、⼾籍法による届書⼜は昭和⼆⼗⼀年厚⽣省令第四⼗⼆号によ
る届書その他の関係書類に基づいて、厚⽣労働⼤⾂の定めるところにより、⼈⼝
動態調査票を作成しなければならない。

第四条 厚⽣労働⼤⾂は、⼈⼝動態調査票の⽤紙を、都道府県知事及びその設置す
る保健所の⻑（地域保健法（昭和⼆⼗⼆年法律第百⼀号）第五条第⼀項の政令で
定める市⼜は特別区にあつては、当該市⼜は区の設置する保健所の⻑。以下「保
健所⻑」という。）を経由して、市町村⻑に交付しなければならない。

第五条 市町村⻑は、⼈⼝動態調査票を、遅滞なく、保健所⻑に提出しなければな
らない。
② 保健所⻑は、前項の⼈⼝動態調査票を審査し、厚⽣労働省令で定めるところに
より、これを都道府県知事に提出しなければならない。
③ 保健所⻑は、厚⽣労働省令で定めるところにより、出⽣票に基づいて出⽣⼩票
を、死亡票に基づいて死亡⼩票をそれぞれ作成しなければならない。
④ 保健所⻑は、前項の出⽣⼩票及び死亡⼩票を作成後三年間保存しなければなら
ない。
⑤ 都道府県知事は、第⼆項の規定により提出された⼈⼝動態調査票を審査し、厚
⽣労働省令で定めるところにより、これを厚⽣労働⼤⾂に提出しなければならな
い。
⑥ 保健所⻑⼜は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事由のた
め、第⼆項⼜は前項の規定により⼈⼝動態調査票の全部⼜は⼀部を提出すること
ができないときは、それぞれ都道府県知事⼜は厚⽣労働⼤⾂に対し、直ちにその
旨を報告しなければならない。

第六条 この政令では、市町村⻑には、特別区の区⻑並びに地⽅⾃治法（昭和⼆⼗
⼆年法律第六⼗七号）第⼆百五⼗⼆条の⼗九第⼀項の指定都市の区⻑及び総合区
⻑を含む。

第七条 第三条から第五条までの規定により市町村⼜は都道府県が処理することと
されている事務は、地⽅⾃治法第⼆条第九項第⼀号に規定する第⼀号法定受託事
務とする。

附 則

① この勅令は、昭和⼆⼗⼀年⼗⽉⼀⽇から、これを施⾏する。


